
８ 行マ第 ３ ６ ７ 号 

令和８年６月３日 

福岡県行政改革審議会会長 殿 

福岡県知事 服 部  誠 太 郎 

行政改革について（諮問） 

県では、これまでも累次にわたり行政改革大綱を策定し、職員数の適正化、本庁

及び出先機関の大規模な組織再編、県庁ＤＸの推進並びに業務のアウトソーシング

など、全庁を挙げて行財政改革を推進し、県民ニーズに叶った行政サービスの提供

に努めてまいりました。 

しかしながら、現大綱策定から４年が経過し、この間、デジタル技術の急速な進展、

AIの社会実装、多様な働き方の進展、そして少子高齢化・人口減少の加速など、県

を取り巻く状況には大きな変化が生じています。 

このような時代において、県民の安全・安心な暮らしを守り、持続可能な発展を遂

げるためには、限られた経営資源を最大限に活用し、行政サービスの質的向上と効

率化を両立させる行政改革を、これまで以上に戦略的に推進していく必要がありま

す。 

次期大綱では、県の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・公社等外郭団体」に焦点を

当て、これらの最適化と効果的な活用を通じて、県民福祉の向上と地域社会の活性

化に資する「未来を創る、戦略的かつ筋肉質な行政改革大綱」を目指したいと考えて

おります。 

ついては、下記に掲げる柱ごとに、改革の基本的な考え方及び具体的な推進方策

について、貴会の意見を求めます。 

記 

１ ヒト（職員の生産性向上、組織力の最大化）

２ モノ（県有資産マネジメント）

３ カネ（持続可能な財政運営）

４ 公社等外郭団体の戦略的活用 

資料 1-1 
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資料 1-2 

各諮問項目に係る課題（例） 

 

 

１ ヒト（職員の生産性向上、組織力の最大化） 

（１）職員の能力向上 

（２）職員の働きやすさ・士気向上 

（３）業務プロセス・執行方法の見直し、効率化 

 

２ モノ（県有資産マネジメント） 

（１）新たな公共施設管理計画等の実施 

（２）県有建築物における合理的な長寿命化、更新等 

（３）情報資産（公共データ）の活用 

 

３ カネ（持続可能な財政運営） 

（１）新たな財政改革プランの策定 

（２）歳入の確保 

（３）歳出の無駄の削減 

 

４ 公社等外郭団体の戦略的活用 

（１）団体の存在意義の抜本的見直し 

（２）経営効率化、ガバナンス強化 

（３）県政貢献の最大化 
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累次の行政改革の成果 

 

１ 職員数（定員）の削減 

 知事部局の職員数を 2,923人（28.0％）削減 

※ 県職員総数は、知事部局のほか、教育庁（市町村立学校の教員含む。）、警察本部（警

察官含む。）等を含めた数 

 

２ 公社等外郭団体の見直し 

 団体数、常勤役職員数、県からの財政支出共に大幅削減 

 H13 R7 削減数 削減率 

団体数 46団体 24団体 22団体 47.8% 

常勤役職員数 876人 472人 404人 46.1% 

財政支出(予算措置) 444億円 195億円 249億円 56.1% 

  ※ 基準日は 4月 1日現在 

 

３ アウトソーシング 

アウトソーシングの推進により平成 14年度から令和８年度までに 772人の職

員数を削減（知事部局） 

類 型 主な業務（削減数） 
職員削減数 

(単位:人) 

民間の専門的な知識、技術等 

の活用が図れる業務 

職員研修(16)、職業訓練、情報システム管理

運営業務、公共工事積算業務、道路巡視(91) 
    １２２ 

業務内容が標準的、定型的な 

業務 

庶務会計事務(121)、県税業務〔収納、自動

車税異動処理〕(16)、パスポート発給(14) 
１６１ 

施設の管理運営業務 
太宰府病院(179)、清掃(73)、ダム維持管理、

監視(20) 

 

)) 

 

３０８ 

各種調査・検査業務 
保健所検査(16)、特定計量器検査、水産海洋

技術センター調査分析 
２４  

その他委託等により効果的な 

実施が期待できる業務 

自動車運転(21)、県税業務〔コールセンター、

新規登録自動車税等〕(24)、調理(18)、研究

補助、印刷、農産園芸(13)、河川監視(13) 

    １１４ 

非常勤職員の活用により効果 

的な実施が期待できる業務 

県税業務〔不動産取得税、収納窓口等〕(41)、

職業訓練契約事務 
４３ 

合 計 
７７２ 

（うち現業 288） 

 ※ 下線は現業業務 

 

   H7 H23 H28 R3 R7 削減数(H7→R7) 削減率 

知事部局 10,437 7,896 7,533 7,479 7,514 2,923 28.0% 

県職員総数 56,687 50,254 50,607 43,974 44,599 12,088 21.3% 

資料２ 
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４ 現行政改革大綱期間中における組織の見直し 

（１）本庁組織 

  ① 市町村支援体制の強化（R4.4） 

・ 人口減少、デジタル社会への対応など、市町村が抱える多様な課題

を吸い上げるとともに、規模や地域の実情に応じ、市町村の様々な取

組を機動的かつきめ細かに支援していくため、企画・地域振興部に「市

町村振興局」を設置。局内には、市町村が行う地域振興に関し、政策

の立案や推進を支援する「政策支援課」と、市町村行財政の円滑な運

営を支援する「行財政支援課」を設置。 

  ② 調査・分析機能の強化（R4.4） 

   ・ 各所属に対する統計データの収集支援、データ利活用に関する相談

対応及び研修を実施し、全庁的なＥＢＰＭの推進を図るため、調査統

計課内に「データ利活用班」を設置。 

  ③ 自動車及び水素産業の振興体制の強化（R4.4） 

   ・ 自動車関連企業への脱炭素化支援、ＦＣモビリティの普及やインフ

ラ整備の加速、ＣＯ２フリー水素関連の製品開発や社会実証など、自

動車と水素分野が連携したカーボンニュートラルの取組を一層推進す

るため、商工部に「自動車・水素産業振興課」を設置。 

    ④ 企画・地域振興部、人づくり・県民生活部及び福祉労働部の再編（R8.4） 

   ・ 社会の変化に臨機応変に対応できるよう、部局横断的に政策を企画

するため、「政策企画部」を設置。 

   ・ 人口減少が進み、経営資源がますます限られている市町村や地域を

強力に支援するため、「市町村・地域振興部」を設置。 

   ・ 県民一人ひとりの力がより発揮されるよう、人を育て、その活躍を

応援し、また働く皆様の雇用と生活を守るため、「人材育成・活躍推進

部」を設置。 

   ・ 福祉政策や、次の時代を担うこどもたちを健やかに育むこども政策

に力を入れていくため、「福祉こども政策部」を設置。 
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  ⑤ 空港・交通政策局、文化局、労働政策局及び中小企業振興局の設置 

 （R8.4） 

・ 地域公共交通の維持と空港の利用促進、空港からの二次交通の確保    

を一体的に推進し、地域振興に取り組むため、市町村・地域振興部に   

「空港・交通政策局」を設置 

・ 地域への愛着を深め、心豊かに暮らしていくための文化芸術の一層    

の振興に取り組むため、市町村・地域振興部に「文化局」を設置 

・ 労働に関する施策の実施部門として、雇用、生活を守る労働施策の    

さらなる充実に取り組むため、人材育成・活躍推進部に「労働政策局」    

を設置 

・ 経営課題が多様化する中、中小企業が事業活動に必要な人材や資金    

を確保し、稼ぐ力を身につけ、持続的に発展していけるよう、支援策

の充実を図るとともに、機動的かつ重点的に展開していくため、商工

部に「中小企業振興局」を設置 

    

（２）出先機関 

  ① 児童相談所の機能強化（実施中） 

    児童虐待相談対応件数の増加や事案の複雑困難化に対応できるよう、

児童福祉司及び児童心理司を増員。また、京築児童相談所に一時保護所

を設置（R7.10） 

  ② 県税事務所の体制見直し（実施中） 

    県税の電子納付の浸透や滞納件数の減少といった環境の変化を踏まえ、

収税機能の集約化など効率的な税務事務の執行に向けた体制の見直しを

実施 

  ③ ワンヘルス推進体制の強化（実施中） 

    保健環境研究所の建替え及び機能強化を図るとともに、動物の保健衛

生の一元化に向け、家畜保健衛生所に動物保健衛生所としての機能を持

たせ、相互の連携によりワンヘルスの理念を実践する中核拠点を整備 

  ④ 朝倉県土整備事務所災害事業センターの見直し（R7.4） 

    平成２９年７月九州北部豪雨等の災害復旧事業の規模が縮小している

ことから、災害事業センターを廃止し、「災害事業室」に改組 

  ⑤ 普及指導センターの体制見直し（R8.4） 

近年の農家数等の推移や農業経営の複合化など農業を取り巻く環境の

変化を踏まえ、普及指導センターの一部部門について普及指導員を集約

することにより、専門技術を効率的に習得できる体制を整備 

  ⑥ 筑後川水系農地開発事務所の廃止（R8.4） 

農地開発の役割が終了したことに伴い、筑後川水系農地開発事務所を

廃止 

 

５ 給与等の抑制 

（１）給与構造改革の推進 

・ 初任給の見直し、昇給昇格の抑制（H11.4～ 約１２７億円） 

・ 給料表の大幅改正により年功重視の給与カーブを抑制し、給料の全体

水準を５％逓減（H18.4～ 約５４億円） 
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・ 給料表の水準と地域手当等の総合的な見直し（H27.4～ 約２１億円） 

（２） 諸手当の見直し 

・ 旅費の見直し（出張日当の廃止等 H14.4～ 約１７億円） 

・ 通勤手当の見直し（６箇月定期額導入、自家用車引下げ等 H14.4～  

約１７億円） 

・ 特殊勤務手当の見直し（月額支給手当の日額化等 H19.4～ 約８億円） 

・ 退職手当の支給水準の引下げ（H25.2～ 約８０億円、H30.1～ 約１

２億円） 

・ 持家手当の廃止（H25.4～ 約１１億円） 

※ このほか、直面する厳しい財政状況にあわせ、緊急の給与減額を実施 
     給料の３％減額（H12.4～H14.3） 
     給料の２％減額（H17.7～H19.3） 
     給料の４．７７％～９．７７％減額（H25.7～H26.3） 

 

６ 収入の確保と歳出の見直し 

  平成９年度から７次にわたる財政健全化に向けた計画に基づき、事務事業

の見直し、未利用県有地の売却等による収入確保等に取り組んだ結果、それ

ぞれ以下の改革効果を上げた。 

（単位：億円） 

財政健全化に向けた計画 改革効果額 

財政健全化指針（H9～H11） 440 

緊急財政改革実施計画（H11～H13） 430 

財政構造改革プラン(H14～H18) 1,661 

新財政構造改革プラン（H19～H23） 2,461             

行政改革大綱に基づく歳入・歳出改革(H24～H25) 

及び財政改革推進プラン(H26～H28) 
1,476 

財政改革プラン 2017（H29～R3） 1,141 

財政改革プラン 2022（R4～R8） 1,320 
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R6 R4 R5 R6
1 電子申請の拡充 ○ ○ ○
2 使用料・手数料のキャッシュレス化 △ ○ ○
3 地方税における電子化の推進 ○ ○ ○
4 行政手続きの簡素化 ○ ○ ○
5 効率的なサービスの提供 ○ ○ ○
6 オープンデータサイトでのデータ公開の拡充 ○ ○ ○
7 EBPMの普及・推進 ○ ○ ○
8 行政機関等特命加工情報の提供制度に基づく情報提供の充実 ○ ○ ○
9 全庁的に使用するシステムの刷新 ○ ○ ○
10 地方公共団体情報システムの標準化への対応（児童福祉） △ ○ ○
11 〃　　（生活保護）　　　　 △ ○ ○
12 〃　　（障がい福祉）　　　 △ △ ○
13 AI（チャットボット、議事録自動作成ツール等）の活用 ○ ○ ○
14 RPAの導入 ○ ○ ○
15 共用パソコンの機能追加（Web会議機能等） ○ ○ ○
16 在宅勤務や出張中に電話対応できる仕組みの導入 △ ○ ○
17 Web会議用小規模専用ルームの設置 ○ ○ ○
18 ペーパーレス会議システム導入 ○ ○ ○
19 サーバーやネットワークの増強 ○ ○ ○
20 グループウェアの機能拡充、チャットツール導入 ○ ○ ○
21 文書管理システムの機能改善・追加 ○ ○ ○
22 文書管理規定の見直し ○ ○ ○
23 外部ディスプレイの配備 ○ ○ ○
24 時間外勤務縮減 ○ ○ ○
25 決裁権限の下位委譲 ○ ○ ○
26 業務引継のためのマニュアル整備 ○ ○ ○
27 職員の士気を高める取組 ○ ○ ○
28 職場外における職員の自発的取組の推奨 ○ ○ ○
29 管理監督者のマネジメント能力向上 ○ ○ ○
30 育児・介護と仕事の両立支援 ○ ○ ○
31 障がい特性に応じた合理的配慮の実施 ○ ○ ○
32 研修の充実 ○ ○ ○
33 職場環境改善 ○ ○ ○
34 円滑な職場復帰支援 ○ ○ ○

着手済： 29 33 34
検討中： 5 1 0

○主な成果指標の進捗状況

改革事項の実施状況一覧

柱 項目 改革事項
実施状況 取組状況

○：着手済　△：未着手（対応困難・方針変更）

実施中

行政情報の利活用の推進 実施中

業務システムの効率化

実施中

３ 効率的で
働きやすい風
通しの良い職
場環境づくり

仕事の進め方の見直しによる
業務の効率化

実施中

職員・職場の活性化

メンタルヘルス対策の充実 実施中

２ デジタル
技術の活用に
よる業務の効
率化 デジタル・ワークスタイルの

実現
実施中

実施中

すべての職員がいきいきと働くこ
とができる職場環境づくり

実施中

実施中

実施中

ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技
術の活用

電子決裁の推進

Ⅰ
　
県
庁
Ｄ
Ｘ

（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
と

働
き
方
改
革
の
推
進

具体的な取組内容

１ 行政サー
ビスのデジタ
ル化の推進

オンライン化等の推進 実施中

マイナンバーの活用

100% 0%

Ｒ６年度取組状況（柱Ⅰ：全34事項）

着手済 未着手

6.2

8.4

67.9
95.7 90

60

0

20

40

60

80

100

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

電子決裁率（％）

R6に目標値を上方修正

（60%→90%）

5,403 6,019 7,000

877

7,000

500

2,500

4,500

6,500

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

オンライン化している行政手続き数

実績 目標

28 28 29

668
677

150

0

500

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

キャッシュレス決済の利用が可能な

行政手続き数

R6に目標値を上方修正

（150件→677件）

55.9

75.0 77.1

15.9

30.0

100.0

0

20

40

60

80

100 男性職員の育児休業取得率（％）

※特定事業主行動計画をR7.7に改定し、

R11までの目標値を新たに設定

現 行政改革大綱 令和6年度末時点
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R6 R4 R5 R6
人材マネジメントの視点に立った人事施策の推進 実施中 1 人材マネジメントのための手引書を作成・共有 △ ○ ○

2 人事評価制度の適切な運用 ○ ○ ○

3 職員研修の充実 ○ ○ ○

4 女性職員の活躍推進 ○ ○ ○

5 若手職員の人材育成 ○ ○ ○

6 専門人材の確保 ○ ○ ○

職員の適正配置 実施中 7 スクラップアンドビルドの徹底による効率的な人員体制の構築 ○ ○ ○

高齢層職員の能力及び経験の活用 実施中 8 知識・経験を十分に活用できる人事制度の見直し ○ ○ ○

9 市町村支援体制の強化 ○ ○ ○

10 調査・分析機能の強化 ○ ○ ○

11 自動車及び水素産業の振興体制の強化 ○ ○ ○

12 県税事務所の体制見直し ○ ○ ○

13 ワンヘルス推進体制の強化 ○ ○ ○

14 児童相談所の機能強化 ○ ○ ○

15 普及指導センターの体制見直し ○ ○ ○

16 筑後川水系農地開発事務所の見直し △ △ ○

17 朝倉県土整備事務所災害事業センターの見直し ○ ○ ○

組織の見直し【教育委員会】 実施中 18 教育事務所の体制見直し △ ○ ○

組織の見直し【警察】 実施中 19 効果的・効率的な組織体制の整備 ○ ○ ○

20 福岡自治研修センターの有効活用 ○ ○ ○

21 あけぼの園の見直し（社会福祉法人への移譲等） △ △ ○

22 大牟田リサイクル発電の外郭団体としての事業終了 ○ ○ ○

23 福岡県道路公社の体制見直し △ △ ○

24 福岡県住宅供給公社の賃貸住宅事業のあり方検討 △ △ ○

25 災害時等における事業継続計画（BCP）策定 ○ ○ ○

26 ワークライフバランスの向上に資する制度の導入 ○ ○ ○

着手済： 20 22 26
検討中： 6 4 0

○主な成果指標の進捗状況

Ⅱ
　
生
産
性
の
高
い
業
務
推
進
体
制
の
構
築

１ 最大限の
成果を生み出
す人材（人
財）の育成・
活用

人材育成の推進 実施中

○：着手済　△：未着手（対応困難・方針変更）

柱 項目 改革事項
実施状況 取組状況

公の施設の見直し 実施中

３ 公社等外
郭団体の適正
な運営の確保

公社等外郭団体の組織・事業
の見直し

実施中

具体的な取組内容

２ 効果的・
効率的な組織
体制の整備

組織の見直し【知事部局】 実施中

実施中団体の管理運営体制の充実

100% 0%

Ｒ６年度取組状況（柱Ⅱ：全26事項）

着手済 未着手

実績 目標

5
7

24 24

5

24

5

10

15

20

25

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

ＢＣＰを策定している公社等外郭団体数

※R6に団体数▲１(25→24団体）

6

7 7

6

8

5

6

7

8

9

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

指定管理者選定における「個別」から

「公募」への見直し件数

8



R6 R4 R5 R6
１ 新たな財政改
革プランの策定 財政改革プランの策定と実施 実施中 1 新たな財政改革プランの策定、プランに基づく改革 ○ ○ ○

税収確保に向けた取組の充実 実施中 2 収入未済額の縮減 ○ ○ ○
3 クラウドファンディング型の活用推進 ○ ○ ○
4 企業版ふるさと納税の活用推進 ○ ○ ○
5 県有財産処分に係る新たな売却促進 ○ ○ ○
6 県有財産の貸し付け対象拡大 ○ ○ ○

事務事業の見直し 実施中 7 既存の事務事業の見直し ○ ○ ○

公共施設等の適切な管理・運営 実施中 8 中長期的な財政負担の軽減・平準化 ○ ○ ○

職員住宅の計画的な維持管理 実施中 9 入居率向上、住宅の廃止検討 ○ ○ ○

内部統制制度の推進 実施中 10 内部統制制度の適切な運用 ○ ○ ○

職員倫理の保持 実施中 11 研修等による倫理保持の意識啓発・徹底、ハラスメント防止対策、不祥事対策の強化等 ○ ○ ○

適正な財務会計事務の確保 実施中 12 研修の充実、効果的な情報提供等 ○ ○ ○

適正な文書管理の徹底 実施中 13 研修の充実、自己点検の実施等 ○ ○ ○

個人情報の適正管理 実施中 14 研修の充実、委託先の点検実施の徹底等 ○ ○ ○

情報セキュリティ対策の推進 実施中 15  最新の傾向に対応したセキュリティ対策の検討外部機関による評価・診断等 ○ ○ ○

アウトソーシングの推進 実施中 16 民間の専門的な知識の活用等によるアウトソーシングの実施 △ ○ ○
17 導入事例の増加 △ ○ ○
18 選定方法の見直し ○ ○ ○
19 NPO・企業・県民の協働意識の醸成 ○ ○ ○
20 NPO・企業・ボランティアの運営力・活動基盤の強化 ○ ○ ○
21 企業の強みを生かした新たな取組を創出 ○ ○ ○
22 協定に基づく取組の円滑な実施 ○ ○ ○
23 事業の選定、周知 △ ○ ○
24 受け入れ体制の整備 △ ○ ○
25 事務・権限の移譲及び規制緩和の実現 ○ ○ ○
26 県と市町村との連携による行政の効率化と市町村間の広域連携支援 ○ ○ ○

政令市との連携 実施中 27 個別具体の分野で連携・協力 ○ ○ ○
４ 他都道府県
との連携強化

他都道府県との連携 実施中 28 他都道府県と連携した取組を一層推進 ○ ○ ○

29 受け手に応じた効果的な広報の実施 ○ ○ ○

30 提供情報の充実 ○ ○ ○

着手済： 26 30 30
検討中： 4 0 0

○主な成果指標の進捗状況

柱 項目 改革事項
実施状況 取組状況

Ⅲ
　
歳
入
・
歳
出
の
改
革
と

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化

２ 歳入の確
保

ふるさと納税の活用 実施中

県有財産の有効活用 実施中

３ 歳出削減
の取組

○：着手済　△：未着手（対応困難・方針変更）

Ⅳ
　
民
間
活
力
の
活
用
と

多
様
な
主
体
と
の
協
働
・
連
携
の
推
進

１ 公共サービ
スにおける民間
活用の推進 PPP/PFIの推進 実施中

２ 民間との
協働による共
助社会の実現

ＮＰＯ・ボランティアとの協働 実施中

包括提携（連携）協定による協働
の推進

実施中

企業版ふるさと納税（人材派遣
型）の活用

実施中

５ 行政情報の効
果的な提供と県
民ニーズの把握

効果的な情報提供と県民ニーズの
的確な把握

実施中

具体的な取組内容

３ 市町村と
の連携強化

市町村との連携 実施中

４ 組織のガ
バナンス強化

70 72
73

92

75

65

75

85

95

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

県税の収入未済額（億円）

100% 0%

Ｒ６年度取組状況（柱Ⅲ・Ⅳ：全30事項）

着手済 未着手

実績

4,914

9,712

16,478

21,928
24,784

15,000

4,500

14,500

24,500

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

ふくおかインターネットテレビ

（YouTube）チャンネル登録者数

R6に目標値を上方修正

178

200 191

143

215

168

130

180

230

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

ＮＰＯ・ボランティアと県との

協働事業実施件数

R5に目標値を上方修正

（168件→218件）
7,728

5,827

17,109

5,715
8,500

5,000

10,000

15,000

20,000

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

ふるさと納税額（万円）
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……

……

……

部　　　数

労　働　部

……林　務　部

商工水産部

農　政　部

……

……

総　務　部 ……

労　働　部

水産林務部水産林務部林　務　部

…… 労　働　部 …… ……

……

……

……

…… 労　働　部労　働　部 労　働　部…… 労　働　部

水産林務部…… 水産林務部 …… 水産林務部 …… 水産林務部 ……

農　政　部…… 農　政　部 ………… 農　政　部…… 農　政　部

商　工　部…… 商　工　部 ………… 商　工　部 ………… 商　工　部

農　政　部……

商　工　部

…… 農　政　部 農　政　部

商　工　部

生活労働部

衛　生　部 ……衛　生　部 …… 保健環境部……衛　生　部衛　生　部 …… ……環　境　部

福岡県の部の変遷

……衛　生　部

９部

S32.1.16

保健福祉部

環境生活部

改正年月日

保健福祉部…… 民　生　部 ……

……

民　生　部 …… 民　生　部 …………

…… 土　木　部

商工水産部 ……

……

企画開発部 ……

民　生　部 …… 民　生　部

企画振興部 ……企画開発部 ……

保健医療介護部民　生　部

…… 企画･地域振興部企画振興部企画振興部

総　務　部

１０部

S44.5.1

１０部

…… 総　務　部

S53.4.1

１０部

…… 総　務　部 …… 総　務　部…… 総　務　部

S61.4.1

…… 総　務　部

S61.9.1

１０部

……

１０部 １０部

H20.4.1H12.4.1

１０部

……

H2.4.1 H10.4.1

１０部

土　木　部 …… 土　木　部 …… 土　木　部

総　務　部

企画振興部企画振興部 …… ……

建　築　部 …… 建　築　部 …… 建　築　部 …… 建築都市部

…… 土　木　部 …… 土　木　部…… 土　木　部 …… 土　木　部

……

部の内訳 

新社会推進部

建　築　部 建築都市部…… 建築都市部建築都市部

……

………… 建築都市部

商　工　部

環　境　部

建築都市部

福祉労働部

農林水産部

県土整備部 ……

……

福祉労働部

保健医療介護部

県土整備部

R8.4.1

１１部

総　務　部総　務　部

企画･地域振興部

人づくり・県民生活部

総　務　部

H28.4.1

１０部

……

……

市町村・地域振興部

……

政策企画部

建築都市部

商　工　部

農林水産部

県土整備部

人材育成・活躍推進部

保健医療介護部

環　境　部

福祉こども政策部

……

……

……

……

……

……

環　境　部

商　工　部

農林水産部
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年　度

 Ｓ６３ 10 7 102 398 175 (37)

 Ｈ  １ 10 7 104 402 177 (31)

 Ｈ  ２ 10 7 108 407 171 (31)

 Ｈ  ３ 10 7 105 395 169 (31)

 Ｈ  ４ 10 7 106 399 166 (31)

 Ｈ  ５ 10 6 105 403 156 (31)

 Ｈ  ６ 10 6 105 407 152 (31)

 Ｈ  ７ 10 6 106 397 152 (31)

 Ｈ  ８ 10 6 106 390 152 (31)

 Ｈ  ９ 10 6 104 392 142 (10)

 Ｈ１０ 10 5 103 392 141 0

 Ｈ１１ 10 5 104 393 141 0

 Ｈ１２ 10 5 100 360 141 0

 Ｈ１３ 10 5 100 356 141 0

 Ｈ１４ 10 6 99 359 127 (13)

 Ｈ１５ 10 6 100 332 122 (13)

 Ｈ１６ 10 6 98 311 121 (13)

 Ｈ１７ 10 6 97 312 117 (13)

 Ｈ１８ 10 6 95 305 113 (13)

 Ｈ１９ 10 7 94 305 110 (13)

 Ｈ２０ 10 7 90 295 109 (13)

 Ｈ２１
 (4.1)

10 7 90 293 109 (13)

 Ｈ２１
 (5.1)

10 7 90 293 111 (13)

 Ｈ２１
 (10.1)

10 7 90 293 92 (9)

 Ｈ２２ 10 7 90 293 91 (9)

 Ｈ２３ 10 7 89 295 90 (9)

 Ｈ２４ 10 8 89 288 91 (9)

 Ｈ２５ 10 8 89 289 91 (9)

 Ｈ２６ 10 8 89 286 89 (10)

 Ｈ２７ 10 8 89 286 89 (10)

 Ｈ２８ 10 9 93 307 89 (10)

 Ｈ２９ 10 9 94 318 89 (10)

 Ｈ３０ 10 9 94 317 87 (10)

 Ｈ３１ 10 9 94 321 87 (10)

 Ｒ　２ 10 10 95 336 87 (10)

 Ｒ　３ 10 10 95 339 87 (10)

 Ｒ　４ 10 11 96 343 87 (10)

 Ｒ　５ 10 11 97 350 87 (10)

 Ｒ　６ 10 11 99 352 87 (10)

 Ｒ　７ 10 11 100 355 87 (10)

 Ｒ　８ 11 12 103 357 86 (10)

知事部局の部局数等の推移

※  出先機関数については、企業局を除外している。
※　出先機関数の（　）書は専任職員のいない機関で外数である。
※　H14年度は、H14.11.1現在

出先機関数部　数 局　数 課 (室) 数 係　　数
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１ 職員数の推移(知事部局)

毎年度4月1日現在の数

資料３7,533 

7,523 

7,585 

7,564 

7,542 

7,479 

7,547 

7,567 

7,549 

7,514 

7,000 7,500 8,000

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

（単位：人）

退職者数 採用者数

令和３年度 337 445

令和４年度 335 377

令和５年度 204 337

令和６年度 354 336

令和７年度 279 463

２ 過去5年間の退職者・採用者数（教育庁及び県警除く）

〇病院医師、国等の割愛職員、任期付職員、消防教官、教育庁出向者及び在所合格者を除く。

〇退職者数は退職年度、採用者数は試験年度として計上。

0 50 100 150

65歳

55歳

45歳

35歳

25歳

女

男

0 50 100 150

65歳

55歳

45歳

35歳

25歳

女

男

３ 職員年齢構成 （令和7年4月1日現在）

知事部局：事務職 男女別 知事部局：技術職 男女別
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1 平成筑豊鉄道(株) ・平成筑豊鉄道の運行

2 (公財)福岡県国際交流センター ・国際交流に関する業務

3 (公財)アクロス福岡
・文化振興事業等
・アクロス福岡の管理運営

4 (公財)福岡県女性財団 ・男女の自立と対等な社会参画の推進

5 (公財)福岡県スポーツ推進基金
・トップアスリートの活動支援
・大規模スポーツ大会等の誘致・開催

6 (公財)福岡県動物愛護センター
・動物愛護と適正な飼養の普及啓発
・県が捕獲・収容した犬ねこ等の保管及び処分

7 (公財)福岡県生活衛生営業指導センター
・生活衛生営業に対する指導
・日本政策金融公庫の融資に係る相談・推薦

8 (社福)福岡県厚生事業団 ・福岡県身体障がい者リハビリテーションセンターの管理運営

9 (公財)福岡県人権啓発情報センター ・同和問題をはじめとする人権問題に関する啓発活動の推進

10
(公財)福岡県リサイクル総合研究事業化
センター

・リサイクル技術と社会システムをマッチングした実用的な研究開
発、事業化支援及び環境リサイクル技術や社会システムに係る情報
の収集・発信

11 (公財)福岡県中小企業振興センター ・中小企業の経営健全化の促進

12 (公財)福岡県産業･科学技術振興財団 ・福岡県における科学技術の振興

13 (公財)飯塚研究開発機構
・研究開発支援、人材育成
・飯塚研究開発センターの管理運営

14 (公財)福岡県農業振興推進機構 ・農地中間管理事業、担い手の確保及び育成事業等

15 (公財)福岡県水源の森基金
・森林造成整備及び緑化ボランティア団体等に対する助成
・水源地域の振興

16 (公財)福岡県豊前海漁業振興基金 ・豊前海区における水産業の振興

17 (公財)福岡県建設技術情報センター
・建設技術に関する調査、研究、試験、設計
・福岡県建設技術情報センターの管理運営

18 福岡北九州高速道路公社 ・指定都市高速道路の建設、管理

19 福岡県道路公社 ・一般有料道路の管理

20 (公財)福岡県下水道管理センター
・流域下水道施設の維持管理
・下水道に関する知識の普及

21 福岡県住宅供給公社
・居住環境の良好な集団住宅及び宅地の供給による住民の生活の安
定と社会福祉の増進
・県営住宅の管理運営

22 (公財)福岡県暴力追放運動推進センター ・暴力団による不当行為の防止活動

23 (公財)福岡県スポーツ振興センター
・スポーツ関係団体の育成・強化事業への助成
・県立スポーツ科学情報センター、総合射撃場の管理運営

24 (公財)福岡県教育文化奨学財団
・教育文化活動の助成及び振興
・奨学金の貸与、福岡県学生会館の運営
・福岡県青少年科学館の管理運営

団体名No. 業務概要

公社等外郭団体一覧
資料５
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平成六年十二月二十六日 

福岡県規則第八十一号 

福岡県行政改革審議会規則 
(趣旨) 

第一条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和二十八年福岡県条例第三十九号)

第三条の規定に基づき、福岡県行政改革審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組

織、委員その他必要な事項について定めるものとする。 

(所掌事務) 

第二条 審議会は、県行政の制度及び運営に関する改革の課題及び改善の方策について調

査審議する。 

2 審議会は、前項に規定する事項に関して、知事に意見を述べ、又は知事の諮問に答申す

る。 

(組織) 

第三条 審議会は、二十人以内の委員をもって組織する。 

2 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

(委員) 

第四条 委員は、県行政の制度及び運営に関して優れた識見を有する者のうちから、知事

が委嘱する。 

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

(専門委員) 

第五条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことがで

きる。 

2 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱す

る。 

3 前条第二項及び第三項の規定は、専門委員に準用する。 

(会議) 

第六条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

(小委員会) 

第七条 審議会は、必要に応じて小委員会を設置することができる。 

2 小委員会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって構成し、必要に応じて会長が招

集する。 

(庶務) 

第八条 審議会の庶務は、総務部行政マネジメント課において処理する。 

(補則) 

第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

資料 6-1 
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 資料6-2  

 

昭和二十八年四月一日 

                                                     福岡県条例第三十九号 

 

附属機関の設置に関する条例（抜粋） 

 

 

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の

規定による執行機関の附属機関の設置に関しては、法律若しくはこれに基く

政令又は他の条例に特別の定があるものを除く外、この条例の定めるところ

による。 

 

第二条 別表の中欄に掲げる機関は、上欄に掲げる執行機関の附属機関として

置かれるものとし、その担任する事項は、それぞれ下欄に記載するとおりと

する。 

 

第三条 前条の附属機関の位置、組織、所掌事務、委員その他の構成員及びそ

の運営に関して必要な事項については、附属機関の属する執行機関の規則で

定める。 

 

別表（第二条） 

附属機関の属する執行機関 附属機関 担任する事務 

知事 福岡県行政改革審議会 県行政の制度及び運営に関 

する改革の課題及び改善の 

方策について調査審議する 

こと 

 （省略） （省略）  （省略） 
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